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障尊者権利条約は､ 学校や職場や､ 自分の住む地域など, 社会生活のあらゆる場面に､

障害者が他の人と同じように参加できることを求めています｡

それでは ､ この条約によって､ 障害児が地域の学校で共に学ぶことは保障されるのでしょうか｡
一 方 ､ 日本の特別支援教育は､ この条約に照らして問題はないのでしょうかo

障賓者権利条約を生かすためにはどうすればいいのか､ 皆さんと考えたいと思います｡

* 障尊者権利条約 第2席免 教育

1 締約国ほ ､ 教育に -

3 い て の 障害の ある人の 権利 を認 める . 締約国は ､ こ の権利 を差別な しにか つ

機会の 平等を基礎と して 実現するため ､ あらゆる段階にお けるイ ン ク ル
ー シプな教育制度及び生狸

学習で あっ て ､ 次の ことを目的とするもの を確保する｡

( 川島聡 - 長瀬修仮訳 (2 0 08 年 5 月 3 0 日付)




